
福井市地域障がい児支援体制強化事業について 

 

１ 事業目的 

本事業は、地域において、心身の発達に障がいのある児童（児童福祉法第４条第２項に

規定する障害児をいう。以下同じ。）及び心身の発達に課題のある児童（以下「障がい児等」

という。）に対して、早期発見・早期支援に積極的に取り組むとともに、支援の向上を図る

ための指導体制を確保することで、障がい児等支援の充実を図ることを目的とする。 

 

２ 実施期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 担当区域 

本業務の担当区域は、福井市地区障がい相談支援事業所の担当地区をもとに東部と西

部に分けた以下の区域とする。ただし、相談支援等必要に応じ、担当区域を越えて業務を

行うことがある。 

【東部】 子ども発達支援センター フレンズあすわ 

ほくとう 

なんとう 

春山・松本・宝永・順化・日之出・旭・啓蒙・岡保・東藤島・和田・円山 

豊・木田・酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山・清明・麻生津 

 

【西部】 こども発達支援センター のびろ 

ほくせい 

なんせい 

 

鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下・国見・大安寺・河合・西藤島・明新・中藤島・森田 

足羽・湊・社南・社北・社西・日新・東安居・安居・一光・殿下・清水東・清水

西・清水南・清水北・越廼 

 

４ 利用対象者  

市内に住所を有する心身の発達に障がいのある児童及び心身の発達に課題のある児

童並びにその保護者 

 

５ 運営時間等 

原則、月曜日から金曜日（祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く。）の８時

３０分から１７時１５分まで開所する。 

 

６ 業務内容 

（１）児童発達支援センターの機能強化 

児童発達支援センターの職員の質の向上 

  支援技術等の向上を図るための指導体制を確保し、障がいの種別やその特性に対
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応した専門的かつ適切な支援等を実施できるよう体制整備を図るとともに、以下６の

（２）に示す業務について対応できる人材の養成を行う。 

 

（２）地域における障がい児支援の質の向上 

① 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーションの実

施 

担当区域の障害児通所支援事業所に対し、専門性の高い支援を必要とする障がい

児の支援に関して、アセスメントや個別支援計画の作成、具体的な支援方法等に関す

る専門的な助言を行う。 

 

②  地域のインクルージョンの推進 

担当区域の保育所や児童館・放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）に対し、

インクルージョン推進の意義、保育所等訪問支援や移行支援の目的および内容の説明

等を行うことにより、インクルージョンの推進を図る。 

また、保育所等に対し、専門的な知見に基づき、障がい児の支援方法等に関する助

言を行い、地域の支援力の向上を図る。 

 

③  障がいが疑われるこども等、ハイリスクなこどもと家族のサポート 

ア 相談支援 

対象児やその家族等からの相談に応じ、関わり方や特性理解についての助言や、

必要な情報提供を行う。また、必要に応じて福祉サービスの利用援助（サービスの

利用調整、同行、手続き代行等）や、各種支援機関の紹介を行う。 

イ 幼児相談会等への参加 

発達が気になる段階のこどもとその家族に対し、適切な時期に相談対応を行い、

必要な支援につなげることができるよう、こども家庭センターが行う幼児相談会等

に参加し、個別相談を受ける機会の増加に努める。 

 

 

ウ 潜在的要支援者への支援 

地域相談機関や保育、教育などの関係機関と積極的に連携を図り、支援が必要

なこどもとその家族（不登校や、養育上ハイリスクな家庭等含む）を把握し、必要な

相談支援を行う。また、潜在的要支援者の把握を通じて地域に存在する課題やニー

障害児通所支援事業所への訪問・・・２０か所以上（新規事業所は必須） 

保育所等への訪問・・・１０か所以上（保育所） 

８か所以上（児童館・放課後児童クラブ） 

幼児相談会等における相談対応・・・１２回以上 



ズの発見、把握に努める。 

エ 障がい児を抱える保護者間の交流会 

保護者同士が交流できる場を定期的に開催し、障がい児への関わり方や特性理

解等知識の習得を目指すとともに、保護者の心理的負担の軽減や孤立感解消を図

る。 

 

④ 地域の事業所等への研修等の実施 

福井市児童発達支援管理責任者ミーティングの運営 

福井市児童発達支援管理責任者ミーティングの事務局として、下記のことを行い、

市内の児童発達支援管理責任者の連携強化及び質の向上を図る。 

○内容 

・研修会・勉強会・グループワークの運営・開催 

・事業所間のネットワーク構築・課題整理 

 

⑤ 福井市障がい者自立支援協議会への参画 

前述の取組を行う中で把握した地域課題について情報を共有し、行政及び地域

の関係機関との連携のもと、社会資源の開発及び支援システムの構築につなげる

ため、福井市障がい者自立支援協議会に参画する。 

 

⑥ 外部評価の受審 

自己評価を行うとともに、福井市障がい者自立支援協議会による評価を年に１回

以上受ける。 

保護者間の交流会の開催・・・６回以上 


